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NPO法人地域生活を考えよーかい
http://www.kangaeyo-kai.net/
有限会社しぇあーど　李　国本　修慈

地域生活支援の現状と課題

1．やってること

2．やっぱり、しっかりと考えて行きたいこと

1．やってること
　居宅介護（重度訪問介護・行動援護含む）、移動
支援・日中一時支援事業、短期入所事業、訪問看
護、相談支援（指定）、自費サービス、移送サービ
ス、その他
　ふたつの法人で・・・

こんなところ

スタッフは総勢45名ほどで

対象者は特に限定無し・・・なんですが、、。

利用者数約200名ほどのうち、半数以上が
重症心身障害児・者といわれる方々・・・

　医療的ニーズの高い方だとか、障害認定を受
けていない方など、なかなか生き難い社会で

　様々な実例から・・・

　制度改革の流れの中から・・・

　伊丹市障害者福祉計画≪第2期≫から・・・

　

　

様々な実例から・・・

＊状態が一変してしまう方々たちに対して
＊自宅での介助者（主に母親）が倒れた際に
＊長期入院後の地域生活移行に際して
＊母親の他界の後に

　　医療ニーズの高まりに対して
　　変わっていくご本人さんに対して
　　社会資源の活用と調整
　　間違いなく在る筈の自己決定
　

制度改革の流れの中から・・・

＊障害者権利条約　世界人権宣言

＊「権利の主体」　「自己決定・自己選択」
　「社会モデル」　「共生社会」

＊インクルーシブな社会
＊障害者基本法の抜本的改正
＊障害を理由とする差別の禁止
＊障害者総合福祉法
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伊丹市障害者福祉計画≪第2期≫から・・・

＊ともに暮らせるまちづくり（表紙）

＊4つの理念
　ノーマライゼーション
　リハビリテーション
　インテグレーション
　主体性・自律性

　
　

共生社会の実現

＊基本的な考え方

障害福祉サービスの提供体制の確保

＊必要な訪問系サービスを障害の区別無く充
実させます。

＊希望するしょうがいのある人に日中活動系
サービスを保障します。

＊グループホーム等の充実を図り、施設入所・
入院から地域生活への移行支援を推進します。

＊福祉施設から一般就労への移行等を推進し
ます。

＊ともに暮らせるまちづくり

　3つの重点施策

　身近な相談支援システムの体制整備
　どこに相談しても関係機関が連携して適切な問題解決をします
　 伊丹市社会福祉協議会との連携強化
　 全ての子どもとその家庭への支援体制の充実
　 自立支援協議会　成年後見制度

　地域生活への移行支援システムの構築
　伊丹市の地域生活への移行支援に関する考え方・・・あらゆる
　場面での地域生活を充実させるため、訪問系サービス等の適正
　量の確保にも努めます

　障害者就労支援の推進

　市外の施設に入所中の重度身体障害者等のうち市内
での暮らしを希望し、かつ市内での在宅等での暮ら
しが可能な人に対しては、地域移行を促しますが、
その際に必要であると想定される訪問系サービス
（重度訪問介護）のサービス見込み量を上乗せ加算
しました。

　今後も「障害者地域自立支援協議会の個別支援会
議」等で当事者・家族を含めて協議し、個々のケー
スに応じた必要なサービスが受けられるよう、検討
を進めるとともに、レスパイトケアに努め介護者へ
の負担の軽減を図り、地域での生活を支援します。
　

＊極々あたりまえに・・・

＊「共生」って・・・
　　　「一緒に暮らそう」って言うけれど

＊他人事ではない気持ちを・・・

＊極々あたりまえに・・・

　「誰もが」・・・の発想は如何に?

　　普通?特別な存在って何?

玉木さんの資料から・・・

　　　　「一般にとっては当たり前のこと」

　　医師法19条にしても・・・応諾義務って?
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＊「共生」って・・・
　　　「一緒に暮らそう」って言うけれど
　
　　とある広告・・・「GHで一緒に暮らそう!」
　
　　とある就職説明会にて・・・ユニットの在り方

　　玉木さんの資料から・・・
　　　「いよいよ専門家や福祉関係者の質や力量が問われ始める」

　　だから、障害者権利条約、差別禁止法（明確な基準）

　　

＊他人事ではない気持ちを・・・

　　べたな言い方ですが・・・

　　ケースワーク?ソーシャルワーク?相談支援?って・・・

　　そもそもの「サービス」だとか「支援」って何????

　　根本的な思想?の違い??
　　だけども、これがけっこうな少数派だったりで・・・

　　だけども、の、
　　それが本当の「福祉」だとか「人の心」じゃないかしら?
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